
仕 様 書

１ 件 名

令和８年度 淀川水系土地改良調査管理事務所レンタカー賃貸借（単価契約）

２ 主な用途

兵庫県南部（神戸市、淡路市、洲本市、南淡路市等）（以下「兵庫県南部」という。）において

調査等を実施するための移動手段

３ 契約期間

契約期間は、契約書締結の日から令和９年３月３１日までとする。

４ 履行場所 (借入及び返却場所)

兵庫県内の系列店を含む営業店舗

但し、レンタカー借用については、主に鉄道を利用して現地にて使用することから、下記８に

掲げる駅付近から概ね徒歩 10分圏内に営業店舗が所在していること。

５ 使用者

使用者は、近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所に所属する職員とする。

６ 契約方法

契約は、単価契約とする。

７ 借入方法等

（１）仕様等

ア 仕様

別紙１「車両の仕様」のとおりとする。

イ 借入単位

１回の借用単位は別紙２の発注書記載の単位とする。

ウ 借入地域

兵庫県南部

エ 借入場所

受注者の営業店舗

オ 借入方法

① 発注者は、借入日前日までに電話等で、使用者、使用場所、使用期間、数量、その他必

要な事項を連絡し、借入車両を確保する。

② 受注者は、発注者の指定する車両を準備できない場合は、同等以上の車両を準備する等



の措置を講ずるものとする。ただし、この対応ができない場合は、発注者にその旨、連絡

する。

③ 発注者は、確保した車両について、速やかに発注書を作成し、受注者に交付する。

④ 借入日当日、使用者が営業店舗に赴き借入れするものとする。

カ 返却方法

① 使用者が営業店舗に赴き返却するものとする。

② 使用者は、原則として自ら燃料を満タンまで補給して車両を返却するものとする。

③ 借入場所と返却場所が異なる営業店舗になる場合については府県内限定とし、県をまた

ぐ場合はこの契約外とする。

キ 保険・補償

① 受注者は、次に示す内容以上の保険及び補償を付保した車両を貸出すものとし、使用中

の事故については、その保険及び補償により、賠償等の責任を負うものとする。

・対人賠償 １名につき 無制限 (自賠責保険を含む)

・対物補償 １事故につき 無制限 (免責０円)

・車両補償 １事故につき 車両時価額 (免責０円)

・人身傷害又は搭乗者傷害補償 １名につき３,０００万円まで (免責０円)

② 受注者の責任によらない事故・盗難・故障・汚損等（以下「事故等」という。）が発生し、

車両の修理・清掃等（以下、「修理等」という。）が必要となった場合、受注者はその状態

に応じて、事故等の程度や修理等の所要時間に関わらず、次に掲げる金額を発注者に請求

できるものとする（以下、当該請求行為及びその料金を「ノンオペレーションチャージ」

という。)。

・自走が可能な場合 １件につき ２０,０００円（不課税）

・自走が不可能な場合 １件につき ５０,０００円（不課税）

なお、自走が不可能な場合で、修理工場等への車両の移送に費用がかかる場合は、上記

金額に加え、その料金を請求できるものとする。

受注者は、ノンオペレーションチャージの請求を行う場合には、当該車両を借用した使

用者及び検査職員に速やかに通知するとともに、請求書に次に掲げる書類を添付して発注

者に提出すること。

・ノンオペレーションチャージを適用する事故等が発生した日時、場所、使用者、状況、

修理等の内容及び修理等に要した時間を明らかにした書面。

・その他、ノンオペレーションチャージの請求にあたって必要になると発注者が判断し、

受注者に提出を指示した書類。

ク 自動車賃借証

使用者は、車両を借入れるときは、免許証を提示のうえ、受注者の発行する貸渡契約書を

携帯するものとする。



８ 借り入れを予定している駅及び予定数量

別紙３のとおり

９ 環境配慮のチェック・要件化

（１）環境関係法令の遵守

受注者は、役務の提供に当たり、関連する環境関係法令（グリーン購入法（平成１２年法律

第１００号））を遵守するものとする。

（２）環境関係法令の遵守以外の取組

受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終

報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境配慮のチェック・要件化実施状況

報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した／努めた」又は「左記非

該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア～カの各項目について、一つ以上「実施

した／努めた」にチェックを入れること。

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・

保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめな管理や、ウ

ォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に努める。

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整

備及び管理並びに作業安全に努める。

１０ その他

（１）レンタカーへの給油は、任意のガソリンスタンドで行えること。

（２）支払請求については、内訳(使用者、利用場所、利用期間、数量等)を明記し、月締めにより

毎月分をとりまとめのうえ、翌月請求すること。

（３）借用中の車両にかかる管理責任は、受注者に帰属する。

（４）借用する車両に損傷等が生じた場合、借用する車両を原因とした物品等の損害及び人身の傷

害等が生じた場合には、ノンオペレーションチャージに該当するものを除き、全て受注者の負

担により対応すること。

（５）ノンオペレーションチャージの請求は、月締め分とは別に行うこと。

（６）その他、法令、契約書及び本仕様書に定めのない事項に関しては、発注者、受注者協議の上

決定する。



別紙１

車 両 の 仕 様

１ 車種、乗車定員及び排気量

（１） 小型乗用自動車（排気量 1000cc～1300cc クラス） 定員５名

（２） 小型乗用自動車（排気量 1500cc クラス） 定員５名

（３）小型乗用自動車（排気量 2000cc クラス） 定員８名

２ 燃 料 レギュラーガソリン又は軽油

３ 駆動・変速 ２ＷＤ／ＡＴ又は４ＷＤ／ＡＴ同等以上

４ 走 行 性 能 標準装備一式を備えていること

５ 付 属 品

（１）ＥＴＣ車載器

（２）ＡＭ・ＦＭラジオ

（３）カーナビゲーションシステム（（２）と一体のものでも可能）

（４）フロアマット

（５）三角表示板

６ そ の 他

冬期（１１月～３月）における借入れで、発注者又は発注者の指定した職員から必要である旨

の連絡があった場合は、スタッドレスタイヤを装着するものとする。



殿 殿

下記によりレンタカーを提供願います。 下記によりレンタカーを提供願います。

発注者又はその補助職員 発注者又はその補助職員

単価契約名：令和８年度淀川水系土地改良調査管理事務所レンタカー賃貸借（単価契約） 単価契約名：令和８年度淀川水系土地改良調査管理事務所レンタカー賃貸借（単価契約）

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

・ 時 分 ・ 時 分

年 月 日 年 月 日

・ 時 分 ・ 時 分

発 注 書 （控） 発 注 書

令和 年 月 日 令和 年 月 日

記 記

番 号 番 号

発 注 年 月 日 令和 発 注 年 月 日 令和

車 種 規 格 車 種 規 格

名

数 量 ( 台 ） 台 数 量 ( 台 ） 台

乗 車 人 数 名 乗 車 人 数

使 用 者 使 用 者

借 入 年 月 日 令和 借 入 年 月 日 令和

午前 午後

受 渡 場 所 受 渡 場 所

借入予定時刻 午前 午後 借入予定時刻

返 還 年 月 日 令和 返 還 年 月 日 令和

返還予定時刻 午前 午後 返還予定時刻 午後

返 還 場 所 返 還 場 所

別紙２

備 考 備 考

借 用 時 間 時間 借 用 時 間 時間

午前



別紙３

- 1 -

１ 借り入れを予定している駅名：JR三ノ宮駅

２予定数量

車種等 利用時間 予定数量

小型乗用自動車 定員：５名

（排気量：１０００ｃｃ～１３００ｃｃクラス）

ＡＴ車（カーナビゲーション、ETC 車載器搭載

車）

６時間以内 １台

１２時間以内 ８台

２４時間以内 １台

２４時間を超えた場合の１時間毎の延長 ４時間

小型乗用自動車

（排気量：１５００ｃｃクラス）

ＡＴ車（カーナビゲーション、ETC 車載器搭載

車）

６時間以内 １台

１２時間以内 ８台

２４時間以内 １台

２４時間を超えた場合の１時間毎の延長 ４時間

小型乗用自動車 定員：８名

（排気量：２０００ｃｃクラス）

ＡＴ車（カーナビゲーション、ETC 車載器搭載

車）

６時間以内 １台

１２時間以内 １０台

２４時間以内 ９台

２４時間を超えた場合の１時間毎の延長 ７２時間

スタッドレスタイヤ １６回

※ 予定数量は、今後の想定回数でいずれも予定であり、実際に同数量使用することを約束す

るものではない。

※ 延長料金については、延長した時間×延長料金単価により算出した料金とするが、延長時

間を通常の利用時間区分に当てはめた場合の料金を上限とする。


